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８月プログラム 
12：30 

1、点 鐘 ・ 開 会                

2、ロータリーソング斉唱「我等の生業」 

3、四つのテスト唱和 

4、親睦かたたき 

5、握手の交歓  

6、お客様の紹介       

13：00   

7、会長の時間      

8、ロータリーニュース   

9、会務報

告                                    

10、出席報告  

11、会員スピーチ 

13：30   

12. 点 鐘 ・ 閉 会  

 

 

  

 
 

Ａｋｉｔａ  Ｗｅｓｔ Ｒｏｔａｒｙ  ＲEＰＯＲＴ 

秋田西ロータリークラブ 
                           2023-2024年度長 会 長：清水 俊明     

幹 事：草薙 康平 

広報委員会理事：菅原 一聖 
 

      事務局  010-0921 秋田市大町 1丁目 2-40 

TEL：018-893-6426  Ｆａｘ018-893-6427  

E-mail ：ｒｉ2540-akitawest@w4.dion.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024 世界に希望を生み出そう  

    

 

 

 

 

                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

８月１日  世界母乳育児週間 

８月９日  世界の先住民族の国際デー 

８月１１日 世界スティールパンデー 

８月１２日 国際青年の日 

８月１９日  世界人道デー(A/RES/63/139) 

８月２１日  テロの犠牲者への追悼と追悼の国際デー 

 

 

 

８月２２日 宗教または信念に基づく暴力行為の 

犠牲者を記念する国際デー 

８月２３日 奴隷貿易とその廃止を記念する国際デー 

８月２９日 核実験に反対する国際デー 

８月３０日 強制失踪犠牲者の国際デーアフリカ系の

８８月３１日 人々のための国際デー 

2023 年度（R5 度）８月号                          VOｌ–446 

月号                                レート＝9 月 10５円 VOｌ–416 
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～会員お祝いの日～ 

 

◆会員誕生日 

8 月 13 日 佐々木 健 

9 月 6 日 清水 俊明 

9 月 25 日 斉藤 純紀 
◆婚記念日 

8 月～9 月はいらしゃいません。 

◆奥様・ご主人様の誕生日 

8月 31 日 清水 真由美 様 

9 月はいらしゃいません。 

国際ロータリ第 2540地区

Since 1996 /6/11 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

(Membership and New Club Development Month) 

2015 年 1 月 RI 理事会は 8 月「会員増強・新クラブ結成推進月間」とした。 

ロータリアン、クラブ、地区が新会員の勧誘とロータリーの新クラブ結成に焦点を当てて活動 

する月間である 

 

 国際日のリスト  （国連 HP より） 



 

2 

 

例会記録 

2022年-23年 
例会の主な内容・会長の時間 

会務報告・お客様・会員出席率 

ロータリーニュース 

ニコニコ投函額/財団投函額（合計） 

 

第 1,208回 

8/1（火） 

12：30～ 

 

13：30～ 

理事会 

ガバナー公式訪問例会     

会長の時間 （会長幹事面談を終えて）   

会員の時間 お休み 
◆本日のお客様  

RI 第 2540 地区 2023-24 年度 

ガバナー  淡路 徹 様 

RI ロータリー第 2540 地区中区中央分区

2023-24 年 ガバナー補佐 小玉久則 様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ロータリーニュース◆     

※ニコニコ BOX 投函  

淡路ガバナー・・訪問に際してニコニコ 

小玉ガバナー補佐・・訪問に際してニコニコ 

清水会長・・淡路ガバナー、小玉ガバナー補佐 

ご訪問心より歓迎いたします。当ク

ラブにとってガバナーのご訪問は特

別な瞬間です。今後とも宜しくお願

い致します。ロータリー発展のため

お力添えいただければ幸いです。こ

れからも宜しくお願い致します。 

草薙幹事・・淡路ガバナー、小玉ガバナー補佐、

本日はお忙しいところありがとうご

ざいました。本日の面談を生かし魅

力あるクラブにしていけたらと思い

ます。 

玉木・・淡路ガバナーご苦労様です。御体に気を 

付けて頑張ってください。 

阿部・・本日は淡路ガバナー、小玉ガバナー補佐 

のご訪問 ありがとうございます。 

 

◆ニコニコ￥12,000（22,000） 

◆財団￥0（2,000） 

◆本日の出席 

出席数 7 名 出席率 38.89％ 

修正出席数 9 名、修正出席率 52.94％  

第 1,209 回 

8/8 

（火） 

12：30～ 

 イヤタカ  
 

会長の時間  

（猛暑にちなんで 甲子園それを支える方々 ） 

会員の時間 お休み 
2022-23年度 決算報告（阿部監事） 

2023-24年度予算（案）の発表                  
         

◆ニコニコ￥3,000（25,000） 

◆財団￥0（2,000） 

 

◆出席報告 本日の出席 8 名 出席率 47.06％ 

修正 9名 52.94％ 

 

 

第 1,210 回 

8/22 

（火） 
18：30～ 

 

焼肉くれや 

 

   

親睦夜例会 
会長挨拶の様子 

◆ロータリーニュース◆     

◆ニコニコ￥0（25,000）◆財団￥0（2,000） 

◆出席報告 本日の出席 10 名 出席率 58.82％ 

修正 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長幹事面談の様子 

淡路ガバナー高話の様子 

ご訪問ありがとうございました 
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淡路ガバナーご高話の時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナーより出席者にお名刺代わりの 

米粉のお土産をいただきました。 

「ありがとうございました。」 
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8 月理事会にて話題に！クラブ定款・細則より 
 

秋田西ロータリークラブ定款より抜粋 

第 11 条 入会金および会費 

すべての会員は、細則の定める入会金および年会費を納入しなければならない。ただし、第 7 条

第 4 節に従い、本クラブの会員として受け入れられた、移籍する会員あるいは他クラブに属してい

た元会員は、2 度目の入会金の納入を要しないものとする。 

本クラブの会員として受け入れられ、入会の前 2 年以内にローターアクトとしての会員身分を終了

したローターアクターには、入会金の支払いが義務づけられないものとする。 

第 12 条 会員身分の存続 

第 1 節 ― 期間。会員身分は、次に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存

続するものとする。 

第 2 節 ― 自動的終結 

(a) 会員の資格条件。会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終

結するものとする。ただし、 (1) 理事会は、会員が本クラブの所在地域またはその周辺地域外に

移転する場合、新しい地域社会にあるロータリー・クラブを訪問して知り合いになってもらうために

1 年以内の期間に限って、出席義務規定の特別免除を与えることができる。 

ただし、この場合、同会員は引き続きクラブ会員たるすべての条件を満たしていることが前提であ

る。 

(2) 理事会は、本クラブの所在地域またはその周辺地域外に移転する会員の会員身分を保持で

きる。ただし、同会員は引き続きクラブ会員たるすべての条件を満たしていることが前提である。 

(b) 再入会。会員の会員身分が本節（a）項の規定によって終結した場合、終結時におけるその会

員の身分が瑕疵なきものであれば、同人は、同じ職業分類または別の職業分類の下に、新たに

入会申込をすることができる。2 度目の入会金の納入は義務づけられないものとする。 

(c) 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、理事会が決定した期間の終了をもっ

て自動的に終結する。しかしながら、理事会は名誉会員身分の期間をさらに延長することができ

る。理事会はいつでも名誉会員身分を取り消すことができる。 

第 3 節 ― 終結 ― 会費不払 

(a) 手続。所定の期限後 30 日以内に会費を納入しない会員に対しては、その分かっている最新

の宛先に、幹事が、書面をもって催告しなければならない。催告の日付後 10 日以内に会費が納

入されなければ、理事会の裁量に従って当該会員の会員身分を終結して差し支えない。会の裁

量に従って当該会員の会員身分を終結して差し支えない。 

(b) 復帰。理事会は、その嘆願がありかつクラブに対 

する同人のすべての負債が完済されれば、元会員を 

会員身分に復帰させることができる。しかしながら、 同人の以前の職業分類が本定款の第 8 条

第 2 節に適っていない場合は、いかなる元会員も正会員に復帰させることはできない。 

 

秋田西ロータリークラブ細則より抜粋 

第 6 条 入会金および会費  

第 1 節 入会金は１０，０００とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。ただし、標準ロータリ

ー・クラブ定款第 11 条の規定に該当する場合はこの限りではない。  

第 2 節 会費は年額９０，０００とし、半年ごとの各支払 

額のうちの一部は各会員の RI 公式雑誌の購読料に充当するという了解の下に、毎年 2 回 7 月 1

日および 1 月 1 日に納入すべきものとする。  

 

※入会金については 2016 年規定審議会において 

【制定案 16-07】クラブ会員の入会金を廃止する件    232 対 228 で採択されており 

地区としては各クラブの裁量に任せるとしており当クラブは現在、頂いておりません。 
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医療法人玉木歯科医院 
院長  玉木 修 

010-0925 秋田市旭南 3-8-3 

TEL：864-6688 FAX：864-6687 
 

 

社会保険労務士法人堀井事務所 
所長 堀井 潤・ 

010-0902 秋田市保戸野金砂町 2-51 

TEL：863-7300 FAX：863-7303 

  

（株）花徳 
代表取締役社長  有田 正司・  

010-0965 秋田市八橋新川向 1－33 

TEL：863-8709 FAX：863-8723 
 

 

電気工事の（株）ライトン 
代表取締役  山内 武 

010-0063 秋田市牛島西 1-1-20 

TEL：884-3355 FAX：831-3335 

東北電材（株） 
代表取締役社長  佐々木 健 

010-0802 秋田市外旭川中谷地 35-1 

TEL：868-6551 FAX：868-6553 
 

２FACE 
代表取締役社長  渋谷 絵里 

010-0001 秋田市中通 3丁目 4-45 

TEL：893-3606  FAX：893-3607 
 

㈱秋田病理組織細胞診研究センター 
代表取締役  阿部 一之助 

010-1211 秋田市雄和椿川字奥椿岱 12-8 

TEL：853-5806 FAX：853-5816 

 

㈱三井光機製作所秋田工場 
代表取締役会長  三井 毅 

010-1211 秋田市河辺戸島字七曲台 120-21 

TEL：882-2995 FAX：882-2048 

行政書士清水俊明法務事務所 
所長  清水 俊明 

秋田市土崎港相染町字沼端 105-17 

TEL：838-5600 FAX：838-5601 

 

クリーンプラン秋田 
代表  工藤 隆太 

010-0946秋田市川尻総社町 11-9 

TEL：883-0315  FAX：883-0314 

斉藤塗装店 
代表  斉藤 純紀 

011-0945 秋田市土崎港西 2丁目 12-48 

ビレジハウス土崎 2号-403 

TEL：090-5834-5356  FAX：880-5107 

 

（有）トータルホームサービス 
代表取締役社長  清水  正人  

010-0942秋田市川尻大川町 7-8 

TEL：853-7585  FAX：853-7586 

司法書士行政書士橋本里花事務所 
所長  橋本 里花 

010-0951秋田市山王 2丁目 11番 2号 

TEL：893-5036 FAX：893-5037 

 

 

㈱東北 iツアーズ 
常務取締役  斉藤 光弘 

010-0001秋田山王臨海町 1-1秋田魁新報社内

TEL：823-6000 FAX：823-6100 

   企業組合 ほっと 
代表  松本 慶一ｆ、 

015-0012 由利本荘市石脇字田尻 28-802 

TEL0184-28-5525 FAX：0185-28-5526 

 

草薙行政書士事務所 
所長  草薙 康平 

010-0916秋田市泉北 1-11-25 

TEL：864-4555 FAX：864-4600 

 

エムアイサポート 
代表 菅原 一聖 

010-0932 秋田市川元開和町 10-12 

TEL：867-1727 FAX：867-1727 


